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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
十
九
号 

 
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
六
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
一
号
）
第
三
十
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
日
高
市
か
ら
日
高
市
の
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
川
越
都
市
計
画
事
業

旭
ケ
丘
松
の
台
土
地
区
画
整
理
事
業
に
つ
い
て
環
境
影
響
評
価
事
後
調
査
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
例
第
三
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
八
年
一
月
二
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

縦
覧
の
場
所 

 
 

埼
玉
県
環
境
部
環
境
政
策
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
環
境
管
理
事
務
所 

 
 

埼
玉
県
東
松
山
環
境
管
理
事
務
所 

 
 

日
高
市
市
街
地
整
備
課 

 
 

鶴
ケ
島
市
生
活
環
境
課 

 
 

坂
戸
市
環
境
政
策
課 

 
 

川
越
市
環
境
政
策
課 

 
 

飯
能
市
環
境
緑
水
課 

 
 

毛
呂
山
町
生
活
環
境
課 

二 

縦
覧
の
期
間 

令
和
八
年
一
月
二
十
日
（
火
）
か
ら
令
和
八
年
二
月
二
十
日
（
金
）
ま
で
（
た
だ
し
、
日
曜

日
、
土
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
。
） 

  



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
十
号 

 
富
士
見
市
か
ら
富
士
見
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け

た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課

に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
十
一
号 

 
志
木
市
か
ら
志
木
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
十
二
号 

 
所
沢
市
か
ら
所
沢
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
十
三
号 

 
蕨
市
か
ら
蕨
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 
埼
玉
県
告
示
第
五
十
四
号 

春
日
部
市
か
ら
春
日
部
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け

た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課

に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 
埼
玉
県
告
示
第
五
十
五
号 

和
光
市
か
ら
和
光
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 
埼
玉
県
告
示
第
五
十
六
号 

鴻
巣
市
か
ら
鴻
巣
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 
埼
玉
県
告
示
第
五
十
七
号 

狭
山
市
か
ら
狭
山
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
十
八
号 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、

川
島
町
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ

い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
八
年
一
月
二
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

就
任 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

理
事 

 

小 

高 

正 

純 
 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
中
山
千
百
四
番
地 

同 
 

 

利
根
川 

春 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

正
直
五
百
九
十
三
番
地 

同 
 

 

𠮷 

川 
 

 

博 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

吹
塚
七
百
五
十
一
番
地 

同 
 

 

牛 

村 

親
一
郎 

 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

上
伊
草
六
百
五
十
三
番
地

一 

同 
 

 

猪 

鼻 
 

 

明 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

角
泉
百
四
十
一
番
地 

同 
 

 

飯 

島 

新 

平 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 
平
沼
六
百
二
十
七
番
地 

同 
 

 

米 

澤 

一 

彦 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

上
狢
四
百
七
十
番
地 

同 
 

 

髙 

橋 
 

生 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

表
百
四
十
番
地 

同 
 

 

斉 
 

一 

也 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

出
丸
中
郷
二
千
六
百
九
十

七
番
地 

同 
 

 

今 

井 

孝 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

 

三
百
五
十
九
番

地 

同 
 

 

菊 

池 
 

 

求 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

下
八
ツ
林
六
百
六
十
三
番

地
二 

同 
 

 

藤 

間 

紀 

弘 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

三
保
谷
宿
三
百
十
九
番
地 

同 
 

 

宮 

下 

秀 

一 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

東
大
塚
二
百
九
十
番
地 

同 
 

 

秋 

葉 
 

 

進 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

上
小
見
野
二
百
七
番
地 

同 
 

 

箕 

輪 
 

 

弘 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

下
小
見
野
五
百
七
十
一
番

地 

同 
 

 

岡 

部 

政 

一 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

一
本
木
二
百
十
八
番
地 

同 
 

 

松 

本 

憲 

一 
 

同 
 

東
松
山
市
大
字
古
凍
九
百
七
十
番
地 

同 
 

 

藤 

間 
 

 

隆 
 

同 
 

比
企
郡
川
島
町
大
字
三
保
谷
宿
三
百
二
十
二
番

地
二 

同 
 

 

加 

藤 

由 

実 
 

同 
 

日
高
市
大
字
南
平
沢
千
八
十
四
番
地
六 



同 
 

 

天 

沼 

昌 

子 
 

同 
 

比
企
郡
川
島
町
大
字
上
八
ツ
林
二
百
四
十
番
地 

監
事 

 

利
根
川 

 
 

豊 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

南
園
部
二
百
九
十
五
番
地

一 
同 

 
 

加 

島 

浩 

和 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

伊
草
百
四
十
七
番
地 

同 
 

 
品 

川 

幸 

和 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

白
井
沼
十
九
番
地
一 

同 
 

 

加 
 

 
 

宏 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

出
丸
下
郷
八
百
四
十
三
番

地
三 

同 
 

 

鈴 

木 
敏 
正 

 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

牛
ケ
谷
戸
五
十
六
番
地
一 

同 
 

 

神 

田 
 

 
清 

 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

上
小
見
野
四
百
二
番
地
一 

同 
 

 

髙 

久 

宗 

典 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

白
井
沼
三
百
二
十
四
番
地

三 

二 

退
任 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 
 

理
事 

 

藤 

間 
 

 

隆 
 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
三
保
谷
宿
三
百
二
十
二
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

 
 

同 
 

 

関 

口 

孝 

美 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 
中
山
二
千
百
四
十
八
番
地 

 
 

同 
 

 

安 

田 

照 

男 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

南
園
部
三
百
二
番
地 

 
 

同 
 

 

齋 

藤 

和 

好 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

北
園
部
四
百
二
十
三
番
地 

 
 

同 
 

 

加 

島 

浩 

和 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

伊
草
百
四
十
七
番
地 

 
 

同 
 

 

小
谷
野 

克 

也 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

飯
島
十
番
地 

 
 

同 
 

 

田 

中 
 

弘 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

宮
前
三
百
三
十
六
番
地
一 

 
 

同 
 

 

岡 

野 

達 

二 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

釘
無
三
十
六
番
地 

 
 

同 
 

 

髙 

橋 
 

生 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

表
百
四
十
番
地 

 
 

同 
 

 

長 

沢 

正 

道 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

出
丸
下
郷
二
百
四
番
地 

 
 

同 
 

 

宇
津
木 

宏 

士 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

上
大
屋
敷
九
十
二
番
地 

 
 

同 
 

 

友 

光 

實 

三 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

上
八
ツ
林
二
百
九
十
一
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

 
 

同 
 

 

小 

髙 

一 

成 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

畑
中
二
百
七
十
一
番
地 

 
 

同 
 

 

藤 

間 

紀 

弘 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

三
保
谷
宿
三
百
十
九
番
地 

 
 

同 
 

 

町 

田 
 

吾 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

上
小
見
野
五
百
三
十
六
番
地 

 
 

同 
 

 

箕 

輪 
 

 

弘 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

下
小
見
野
五
百
七
十
一
番
地 

 
 

同 
 

 

利
根
川 

良 

男 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

鳥
羽
井
二
百
九
十
六
番
地 

 
 

同 
 

 

吉 

野 

正 

美 
 

同 
 

東
松
山
市
大
字
古
凍
六
百
四
十
八
番
地
一 

 
 

監
事 

 

大 

澤 
 

 

晃 
 

同 
 

比
企
郡
川
島
町
大
字
畑
中
二
百
三
番
地
三 



 
 

同 
 

 

利
根
川 

明 

彦 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

戸
守
八
百
三
番
地
一 

 
 

同 
 

 

伊 

藤 

道 

男 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

上
伊
草
千
三
百
二
十
八
番
地 

 
 

同 
 

 

椎 

橋 

重 

徳 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

平
沼
千
二
百
六
十
三
番
地
一 

 
 

同 
 

 

夘 

月 

重 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

曲
師
五
十
一
番
地 

 
 

同 
 

 
鈴 

木 
 

 

敏 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

山
ケ
谷
戸
百
二
十
二
番
地 

 
 

同 
 

 

神 
田 

 
 

清 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

上
小
見
野
四
百
二
番
地
一 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
十
九
号 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、

嵐
山
中
部
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届

出
が
あ
っ
た
。 

令
和
八
年
一
月
二
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

理
事 

 

新 

井 

利 
治 

 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
む
さ
し
台
二
丁
目
一
番
地
十
三 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
十
号 

 
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の

規
定
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。 

令
和
八
年
一
月
二
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

起
業
者
の
名
称 

 

飯
能
市 

二 

事
業
の
種
類 

 

都
市
計
画
道
路
阿
須
小
久
保
線
阿
須
工
区
（
市
道
一―

十
八
号
線
）
改
築
工
事
（
埼
玉
県
飯

能
市
大
字
阿
須
字
菅
沢
地
内
か
ら
同
市
大
字
阿
須
字
坊
ケ
谷
戸
地
内
ま
で
）
及
び
こ
れ
に
伴
う

市
道
付
替
工
事 

三 

起
業
地 

イ 

収
用
の
部
分 

 

埼
玉
県
飯
能
市
大
字
阿
須
字
菅
沢
及
び
字
坊
ケ
谷
戸
地
内 

ロ 

使
用
の
部
分 

 

な
し 

四 

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由 

 

申
請
に
係
る
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
と

判
断
さ
れ
る
た
め
、
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の
で
あ
る
。 

イ 

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性 

 
 

申
請
に
係
る
事
業
は
、
埼
玉
県
飯
能
市
大
字
阿
須
字
菅
沢
地
内
か
ら
同
市
大
字
小
久
保
字

八
幡
沢
地
内
ま
で
の
延
長
四
千
八
十
メ
ー
ト
ル
の
区
間
を
全
体
計
画
区
間
と
す
る
都
市
計
画

道
路
阿
須
小
久
保
線
阿
須
工
区
（
市
道
一―

十
八
号
線
）
改
築
工
事
及
び
こ
れ
に
伴
う
市
道

付
替
工
事
の
う
ち
、
前
記
の
起
業
地
に
係
る
部
分
で
あ
る
。 

本
件
事
業
の
う
ち
、
都
市
計
画
道
路
阿
須
小
久
保
線
阿
須
工
区
（
市
道
一―

十
八
号
線
）

改
築
工
事
（
以
下
「
本
体
事
業
」
と
い
う
。
）
及
び
本
体
事
業
の
施
行
に
よ
り
遮
断
さ
れ
る

市
道
の
従
来
の
機
能
を
維
持
さ
せ
る
た
め
の
市
道
付
替
工
事
（
以
下
「
関
連
事
業
」
と
い
う
。
）

は
、
い
ず
れ
も
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
条
第
四
号
の
市
町
村
道

に
関
す
る
事
業
で
あ
り
、
法
第
三
条
第
一
号
の
道
路
法
に
よ
る
道
路
に
関
す
る
事
業
に
該
当

す
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
に
適
合
す
る
と
判
断
さ

れ
る
。 

ロ 

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性 



 

起
業
者
で
あ
る
飯
能
市
は
、
既
に
本
件
事
業
を
開
始
し
て
い
る
こ
と
、
都
市
計
画
道
路
三
・

四
・
二
阿
須
小
久
保
線
（
以
下
「
本
路
線
」
と
い
う
。
）
は
、
道
路
法
第
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
飯
能
市
長
が
市
道
に
認
定
し
た
路
線
で
あ
り
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
飯
能
市
が
道
路
管
理
者
に
な
る
こ
と
等
か
ら
、
起
業
者
は
、
本
件
事
業
を
遂
行
す
る
充

分
な
意
思
と
能
力
を
有
す
る
者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法

第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
に
適
合
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

ハ 

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性 

⑴ 

得
ら
れ
る
公
共
の
利
益 

 

本
路
線
は
、
埼
玉
県
飯
能
市
大
字
阿
須
字
菅
沢
地
内
を
起
点
と
し
、
同
市
大
字
小
久
保

字
八
幡
沢
地
内
を
終
点
と
す
る
、
延
長
四
千
八
十
メ
ー
ト
ル
の
道
路
で
あ
る
。
本
路
線
は
、

飯
能
市
の
東
部
を
南
北
に
結
ぶ
主
要
幹
線
道
路
と
し
て
の
機
能
を
有
し
、
市
域
を
東
西
に

走
る
一
般
国
道
二
百
九
十
九
号
及
び
首
都
圏
中
央
連
絡
自
動
車
道
狭
山
日
高
イ
ン
タ
ー
チ

ェ
ン
ジ
に
接
続
す
る
一
般
県
道
馬
引
沢
飯
能
線
に
も
ア
ク
セ
ス
し
て
お
り
、
飯
能
市
内
の

道
路
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
及
び
市
内
の
主
要
な
観
光
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設

を
結
ぶ
役
割
を
担
う
と
と
も
に
、
地
域
住
民
の
重
要
な
生
活
道
路
で
あ
る
。 

 

本
路
線
が
通
過
す
る
飯
能
市
は
、
埼
玉
県
の
南
西
部
、
都
心
か
ら
約
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
圏
に
位
置
し
、
市
域
の
西
側
は
県
立
奥
武
蔵
自
然
公
園
の
中
核
を
形
成
し
、
約
七
十
五

パ
ー
セ
ン
ト
を
森
林
が
占
め
て
お
り
、
市
域
の
東
側
は
、
飯
能
駅
及
び
東
飯
能
駅
周
辺
の

商
業
地
域
を
中
心
に
市
街
地
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
首
都
圏
中
央
連
絡
自
動
車
道

の
狭
山
日
高
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
か
ら
市
街
地
へ
向
け
た
道
路
交
通
は
一
般
県
道
馬
引
沢

飯
能
線
を
経
由
し
、
一
般
国
道
二
百
九
十
九
号
バ
イ
パ
ス
へ
流
入
し
、
物
流
及
び
観
光
・

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
へ
の
交
通
ア
ク
セ
ス
の
要
衝
と
な
っ
て
い
る
。
本
路
線
は
、
飯

能
市
の
中
心
市
街
地
東
部
を
南
北
方
向
に
結
び
、
市
街
地
に
集
中
す
る
道
路
交
通
を
分
散

し
、
交
通
渋
滞
の
緩
和
を
図
る
と
と
も
に
、
市
内
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
の
回
遊
性
の
向
上
に

寄
与
す
る
重
要
な
路
線
で
あ
る
。 

 

飯
能
市
内
の
道
路
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
飯
能
駅
及
び
東
飯
能
駅
周
辺
の
商
業
地
域

を
中
心
に
形
成
す
る
市
街
地
中
心
部
の
東
部
を
南
北
方
向
に
結
ぶ
本
路
線
が
整
備
さ
れ
、

他
の
主
要
幹
線
道
路
と
連
絡
し
て
市
街
地
外
縁
の
環
状
道
路
網
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
で
完

成
す
る
が
、
本
路
線
が
未
整
備
で
あ
る
た
め
、
現
存
の
飯
能
市
内
の
道
路
交
通
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
の
機
能
が
発
揮
で
き
て
お
ら
ず
、
一
般
国
道
二
百
九
十
九
号
及
び
一
般
県
道
富
岡
入

間
線
等
か
ら
中
心
市
街
地
へ
の
交
通
が
集
中
し
交
通
混
雑
・
交
通
渋
滞
が
発
生
し
て
い
る
。 

 

ま
た
、
本
路
線
の
周
辺
地
域
で
は
、
現
在
四
地
区
の
土
地
区
画
整
理
事
業
が
施
行
中
で

あ
り
、
将
来
的
な
周
辺
地
域
の
人
口
増
加
及
び
交
通
量
の
増
大
も
見
込
ま
れ
る
。 

 

さ
ら
に
、
本
路
線
に
お
け
る
起
業
地
区
間
に
つ
い
て
は
、
近
隣
の
小
学
校
及
び
中
学
校



の
通
学
路
に
指
定
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
大
学
へ
の
通
学
に
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、
十
分
な

幅
員
の
歩
道
等
及
び
自
転
車
通
行
帯
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
児
童
、
生
徒
、
学
生
、

近
隣
住
民
等
は
狭
小
な
歩
道
及
び
路
肩
の
通
行
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
自
転
車
の
通
行
も
大

変
危
険
な
状
況
で
あ
る
。 

 

加
え
て
、
ス
ク
ー
ル
バ
ス
等
の
大
型
車
が
頻
繁
に
往
来
し
て
い
る
が
、
車
道
幅
員
が
狭

小
で
、
す
れ
違
い
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
交
通
事
故
が
市
内
、
県
内
の
他
の
地
域
と
比
較

し
て
非
常
に
多
く
発
生
し
て
お
り
、
重
大
事
故
の
発
生
も
懸
念
さ
れ
る
。 

 

本
件
事
業
の
実
施
に
よ
り
、
飯
能
市
内
の
道
路
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
完
成
し
、
国
道

及
び
県
道
か
ら
市
街
地
に
集
中
す
る
道
路
交
通
を
分
散
さ
せ
、
交
通
混
雑
・
交
通
渋
滞
の

緩
和
を
図
る
と
と
も
に
、
市
内
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
の
回
遊
性
を
高
め
、
交
通
事
故
の
防
止

及
び
歩
行
者
等
の
安
全
性
の
確
保
に
寄
与
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本

件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、
相
当
程
度
存
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

⑵ 

失
わ
れ
る
利
益 

 

本
件
事
業
は
、
環
境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
等
に
基
づ
く
環
境

影
響
評
価
の
実
施
対
象
外
の
事
業
で
あ
る
が
、
起
業
者
が
令
和
七
年
八
月
に
同
法
に
準
じ

て
、
任
意
で
大
気
質
、
騒
音
及
び
振
動
に
つ
い
て
、
本
件
事
業
が
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影

響
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
の
評
価
項
目
に
お
い
て
も
環
境
基
準
等
を
満
足
す
る
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
起
業
者
は
、
本
件
事
業
の
施
行
に
当
た
り
、
大
気
質
、
騒
音

及
び
振
動
の
保
全
対
策
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

 

ま
た
、
本
件
事
業
が
自
然
環
境
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
は
、
起
業
者
が
令
和
七
年
八

月
に
任
意
で
実
施
し
た
調
査
に
よ
る
と
、
起
業
地
に
は
保
護
の
た
め
特
別
な
措
置
を
講
ず

べ
き
動
植
物
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
が
希
少
な
動
植
物
に

与
え
る
影
響
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 

全
体
計
画
区
間
内
の
土
地
に
は
、
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四

号
）
に
よ
る
周
知
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
が
五
箇
所
存
在
す
る
が
、
起
業
者
は
飯
能
市
教

育
委
員
会
と
の
協
議
に
よ
り
記
録
保
存
等
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

⑶ 

事
業
計
画
の
合
理
性 

 

本
件
事
業
は
、
飯
能
市
内
の
道
路
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

交
通
混
雑
・
交
通
渋
滞
の
緩
和
を
図
り
、
市
内
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
の
回
遊
性
を
高
め
る
と

と
も
に
、
自
動
車
及
び
歩
行
者
等
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
飯
能
市
道
路
の
構
造

の
技
術
的
基
準
等
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
飯
能
市
条
例
第
三
十
七
号
）
に
よ
る

第
四
種
第
二
級
の
規
格
に
基
づ
き
、
二
車
線
の
道
路
を
整
備
す
る
事
業
で
あ
り
、
本
件
事

業
の
事
業
計
画
は
同
条
例
等
に
定
め
る
規
格
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。 



 

ま
た
、
本
件
事
業
の
ル
ー
ト
選
定
に
当
た
っ
て
、
起
業
者
は
三
案
に
つ
い
て
比
較
検
討

を
行
っ
て
い
る
。
申
請
案
と
他
の
二
案
と
を
比
較
す
る
と
、
申
請
案
は
、
現
道
を
極
力
活

用
し
て
、
阿
岩
橋
に
原
位
置
で
接
続
し
架
替
を
行
う
ル
ー
ト
で
、
路
線
延
長
は
中
位
で
あ

る
が
、
集
落
を
通
過
し
な
い
た
め
生
活
環
境
に
与
え
る
影
響
が
少
な
く
、
阿
岩
橋
を
活
用

す
る
こ
と
か
ら
、
橋
長
が
最
も
短
く
、
施
工
性
が
優
れ
て
い
る
こ
と
、
事
業
費
が
最
も
廉

価
と
な
る
こ
と
等
か
ら
、
社
会
的
、
技
術
的
及
び
経
済
的
な
面
を
総
合
的
に
考
慮
す
る
と

最
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 

さ
ら
に
、
関
連
事
業
の
計
画
に
つ
い
て
も
、
施
設
の
位
置
、
構
造
形
式
等
を
総
合
的
に

考
慮
す
る
と
適
切
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
事
業
計

画
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
失
わ
れ
る
利
益

と
を
比
較
衡
量
す
る
と
、
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら

れ
、
本
件
事
業
は
、
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
に
適
合
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

ニ 

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性 

⑴ 
 

事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性 

 

ハ
⑴
で
述
べ
た
よ
う
に
、
現
道
が
未
整
備
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
現
存
の
飯
能
市
内
の

道
路
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
機
能
が
発
揮
で
き
て
お
ら
ず
、
周
辺
道
路
で
交
通
混
雑
・
交

通
渋
滞
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
、
歩
道
等
及
び
自
転
車
通
行
帯
が
整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、

児
童
等
の
通
学
、
近
隣
住
民
の
歩
行
及
び
自
転
車
の
通
行
に
係
る
安
全
が
確
保
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
並
び
に
交
通
事
故
が
多
発
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
の
改
善
を
図
る
必
要

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性
は
高
い

も
の
と
認
め
ら
れ
る
。 

⑵ 

起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性 

 

本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
に
必
要
な
範
囲
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
。 

 

ま
た
、
収
用
の
範
囲
は
、
全
て
本
件
事
業
の
用
に
恒
久
的
に
供
さ
れ
る
範
囲
に
と
ど
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
収
用
又
は
使
用
の
範
囲
の
別
に
つ
い
て
も
合
理
的
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
。 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
に
適
合
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

ホ 

結
論 

 

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
と
お
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充

足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 



五 

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所 
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設
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